
        

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

月

三

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

  
 



東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

八

号

 

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

四

条

第

三

項

第

一

号

を

削

り

、
同

項

第

二

号

中
「

三

百

円

」
を
「

四

百

三

十

四

円

」
に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

一

号

と

し

、

同

項

第

三

号

中

「

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

」

を

「

経

験

年

数

が

十

年

以

上

十

六

年

未

満

の

学

校

医

及

び

学

校

歯

科

医

（

以

下

「

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

」

と

い

 

う

。

）

」

に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

二

号

と

し

、

同

項

中

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

第

五

号

を

第

四

号

と

し

、

第

六

号

を

第

五

号

と

し

、

同

条

第

四

項

中

「

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

期

 

間

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

特

定

期

間

に

」

を

「

当

該

期

間

に

」

に

改

め

る

。

 

第

十

二

条

第

二

項

第

二

号

中
「

八

万

千

二

百

九

十

円

」
を
「

八

万

五

千

四

百

九

十

円

」
に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

四

万

六

百

円

」

を

「

四

万

二

千

七

百

円

」

に

改

め

る

。

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

次

項

及

び

付

則

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の
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東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

四

条

第

三

項

の

規

定

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

公

務

災

害

補

償

並

び

に

適

用

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

傷

病

補

償

年

金

、

障

害

補

償

年

金

及

び

遺

族

補

償

年

金

で

適

用

日

以

後

の

期

間

に

つ

い

て

支

給

す

べ

き

も

の

の

補

償

基

礎

額

に

つ

い

て

適

用

し

、

適

用

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

そ

の

他

の

公

務

災

害

補

償

の

補

償

基

礎

額

に

つ

い

て

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

３

 

適

用

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

期

間

に

お

け

る

新

条

例

第

四

条

第

三

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

「

四

百

三

十

四

円

」

と

あ

る

の

は

、

「

三

百

八

十

四

円

」

と

す

る

。

 

４

 

適

用

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

期

間

に

お

け

る

新

条

例

第

四

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

 

「

五

 

重

度

心

身

障

害

者

 

二

百

円

（

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

の

扶

養

親

族

た

る

重

度

心

 

身

障

害

者

 

百

円

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

と

あ

る

の

は

、

適

用

日

か

ら

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

ま

で

の

間

に

あ

っ

て

は

 

「

五

 

重

度

心

身

障

害

者

 

二

百

円

（

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

の

扶

養

親

族

た

る

重

度

心

 

身

障

害

者

 

百

円

）
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六

 

配

偶

者

（

婚

姻

の

届

出

を

し

な

い

が

、

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

 

を

含

む

。

）

 

二

百

円

（

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

の

扶

養

親

族

た

る

配

偶

者

 

百

 

円

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

と

、

施

行

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

っ

て

は

 

「

五

 

重

度

心

身

障

害

者

 

二

百

円

（

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

の

扶

養

親

族

た

る

重

度

心

身

障

害

者

 

百

円

）

 

六

 

配

偶

者

（

婚

姻

の

届

出

を

し

な

い

が

、

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

 

を

含

み

、

特

定

経

験

年

数

学

校

医

等

の

扶

養

親

族

た

る

者

を

除

く

。

）

 

百

円

 
 

 

」

 

と

す

る

。

 

５

 

新

条

例

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

は

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

適

用

し

、

適

用

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

６

 

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

第

四

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

く

公

務

災

害

補

償

（

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

も

の

に

限

る

。

）

並

び

に

同

項

の

規

定

に

基

づ

く

傷

病

補

償

年

金

、

障

害

補

償

年

金

及

び

遺

族

補

償

年

金

（

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

係

る

分

に

限

る

。

）

並

び

に

旧

条

例

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

介

- 3 -



護

補

償

（

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

も

の

に

限

る

。

）

と

し

て

支

払

わ

れ

た

金

額

は

、

こ

れ

ら

に

相

当

す

る

新

条

例

の

規

定

（

付

則

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

基

づ

く

公

務

災

害

補

償

の

内

払

と

み

な

す

。
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東

京

都

北

区

立

ふ

れ

あ

い

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

月

三

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

  
 



 

 

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

九

号

 

東

京

都

北

区

立

ふ

れ

あ

い

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 
東

京

都

北

区

立

ふ

れ

あ

い

館

条

例

（

平

成

八

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

四

条

第

三

号

中

「

前

二

号

」

を

「

前

三

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

三

 

地

域

住

民

の

多

様

か

つ

自

主

的

な

活

動

及

び

世

代

を

超

え

た

交

流

を

推

進

す

る

た

め

の

場

の

提

供

に

関

す

る

こ

と

。

 

第

四

条

の

二

第

二

項

を

削

る

。

 
 

第

四

条

の

三

第

四

号

中

「

前

三

号

」

を

「

前

各

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

五

号

と

し

、

同

条

中

第

三

号

を

削

り

、

第

二

号

を

第

四

号

と

し

、

同

号

の

前

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

三

 

第

七

条

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

利

用

料

金

の

徴

収

、

第

八

条

に

規

定

す

る

利

用

料

金

の

減

免

及

び

第

九

条

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

利

用

料

金

の

還

付

に

関

す

る

こ

と

（

地

方

自

治

法

第

二

百

六

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

地

縁

に

よ

る

団

体

を

主

な

構

成

員

と

す

る

団

体

が

指

定

管

理

者

で

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

。
 

第

四

条

の

三

第

一

号

中

「

第

十

条

」

を

「

第

六

条

に

規

定

す

る

一

般

公

開

日

及

び

一

般

公

開

時

間

の

指

定

、

第

十

一

条

」

に

、

「

第

十

一

条

」

を

「

第

十

二

条

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

二

号

と

し

、

同

号

の

前

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。
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一
 

第

四

条

に

規

定

す

る

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

 
第

五

条

第

一

項

中

「

高

齢

者

福

祉

コ

ー

ナ

ー

」

の

下

に

「

並

び

に

次

条

に

規

定

す

る

一

般

公

開

日

及

び

一

般

公

開

時

間

」

を

加

え

、

「

第

十

条

」

を

「

次

条

、

第

十

一

条

」

に

、

「

第

十

一

条

」

を

「

第

十

二

条

」

に

改

め

る

。

 

第

十

四

条

を

第

十

五

条

と

し

、

第

八

条

か

ら

第

十

三

条

ま

で

を

一

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

第

七

条

中

「

区

長

」

の

下

に

「

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

指

定

管

理

者

と

す

る

。

次

条

た

だ

し

書

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

同

条

を

第

八

条

と

す

る

。

 

第

六

条

第

一

項

中

「

前

条

第

一

項

」

を

「

第

五

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

 

た

だ

し

、

指

定

管

理

者

（

地

方

自

治

法

第

二

百

六

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

地

縁

に

よ

る

団

体

を

主

な

構

成

員

と

す

る

団

体

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

及

び

次

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

ふ

れ

あ

い

館

の

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

別

表

第

二

に

定

め

る

使

用

料

の

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

得

て

指

定

管

理

者

が

定

め

る

額

の

利

用

料

金

を

指

定

管

理

者

に

前

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

六

条

第

二

項

中

「

高

齢

者

福

祉

コ

ー

ナ

ー

」

の

下

に

「

並

び

に

前

条

に

規

定

す

る

一

般

公

開

日

及

び

一

般

公

開

時

間

」

を

、

「

使

用

料

」

の

下

に

「

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

次

条

及

び

第

九

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

- 2 -



 

 

３
 

利

用

料

金

は

、

指

定

管

理

者

の

収

入

と

す

る

。

 
４

 
前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

指

定

管

理

者

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

利

用

料

金

の

一

部

を

区

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

六

条

を

第

七

条

と

し

、

同

条

の

前

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

公

開

日

等

）
 

第

六

条

 

区

長

は

、

ふ

れ

あ

い

館

の

使

用

に

つ

い

て

一

般

公

開

日

（

貸

切

り

の

取

扱

い

を

し

な

い

日

を

い

う

。

）

及

び

一

般

公

開

時

間

（

貸

切

り

の

取

扱

い

を

し

な

い

時

間

を

い

う

。

）

を

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

別

表

第

一

東

京

都

北

区

立

堀

船

ふ

れ

あ

い

館

の

項

中

「

東

京

都

北

区

堀

船

三

丁

目

七

番

十

二

号

」

を

「

東

京

都

北

区

堀

船

二

丁

目

二

十

三

番

二

十

号

」

に

改

め

る

。

 

別

表

第

二

中

「

第

六

条

」

を

「

第

七

条

」

に

改

め

、

同

表

一

の

部

（

堀

船

ふ

れ

あ

い

館

）

の

款

第

一

和

室

の

項

か

ら

第

三

和

室

の

項

ま

で

を

削

り

、

同

款

ホ

ー

ル

の

項

中

「

一

、

六

四

〇

円

」

を

「

一

、

八

〇

〇

円

」

に

、

「

三

、

〇

四

〇

円

」

を

「

三

、

一

六

〇

円

」

に

、

「

三

、

九

二

〇

円

」

を

「

四

、

〇

八

〇

円

」

に

、

「

八

二

〇

円

」

を

「

九

〇

〇

円

」

に

、

「

一

、

五

二

〇

円

」

を

「

一

、

五

八

〇

円

」

に

、

「

一

、

九

六

〇

円

」

を

「

二

、

〇

四

〇

円

」

に

改

め

、

同

款

第

一

集

会

室

の

項

中
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「
 

 
 

 

を

 

」

 

「

 

 
 
 
 

に

改

め

、

同

款

第

二

集

会

室

の

項

中

 

」

 

「

六

〇

〇

円

」

を

「

一

、

〇

八

〇

円

」

に

改

め

、

同

款

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

  

別

表

第

二

の

二

の

部

（

堀

船

ふ

れ

あ

い

館

）

の

款

第

一

和

室

の

項

か

ら

第

三

和

室

の

項

ま

で

を

削

り

、

同

款

ホ

ー

ル

の

項

中

「

二

、

四

六

〇

円

」

を

「

二

、

七

〇

〇

円

」

に

、

「

四

、

五

六

〇

円

」

を

「

四

、

七

四

〇

円

」

に

、

「

五

、

八

八

〇

円

」

を

「

六

、

一

二

〇

円

」

に

、

「

一

、

二

三

〇

円

」

を

「

一

、

三

五

〇

円

」

に

、

「

二

、

二

八

〇

円

」

を

「

二

、

三

七

〇

円

」

に

、

「

二

、

九

四

〇

円

」

を

「

三

、

〇

六

〇

円

」

に

改

め

、

同

款

第

一

集

会

室

の

項

中

 

「

 

 
 
 
 

を
 

」

 

八

二

〇

円

四

二

〇

円

七

六

〇

円

九

八

〇

円

第

三

集

会

室

 
 

 

一

、

〇

八

〇

円

 
 

一

、

二

三

〇

円
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「
 

 
 
 
 

に

改

め

、

同

款

第

二

集

会

室

の

項

中

 

」

 

「

九

〇

〇

円

」

を

「

一

、

六

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

款

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

    
 

 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

及

び

別

表

第

二

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

準

備

行

為

）

 

２

 

施

設

の

使

用

申

請

そ

の

他

使

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

３

 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

ふ

れ

あ

い

館

条

例

別

表

第

二

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

の

使

用

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

前

の

使

用

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

 

六

三

〇

円

一

、

一

四

〇

円

一

、

四

七

〇

円

 
第

三

集

会

室

 
 

 

一

、

六

二

〇

円
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て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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東

京

都

北

区

立

図

書

館

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

月

三

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

   
 



東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

号

 

東

京

都

北

区

立

図

書

館

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

東

京

都

北

区

立

図

書

館

設

置

条

例

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

二

中

「

一

五

〇

円

」

を

「

二

〇

〇

円

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

月

三

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

  
 



東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

一

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

（

昭

和

四

十

四

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

    

別

表

第

二

の

一

の

部

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

の

款

グ

ラ

ン

ド

の

項

中

 
            

め

、

同

款

ミ

ー

テ

ィ

ン

グ

ル

ー

ム

の

項

中

 

東

京

都

北

区

立

堀

船

温

水

プ

ー

ル

 

東

京

都

北

区

堀

船

二

丁

目

二

十

三

番

二

十

号

 

  

「「

 

午

前

 

早

朝

 

 

午

前

 

 

一

〇

、

八

四

〇

円

 

一

〇

、

八

四

〇

円

  

一

〇

、

八

四

〇

円

 

 

四

〇

〇

円

 

四

〇

〇

円

  

四

〇

〇

円

 

 

二

〇

〇

円

 

二

〇

〇

円

  

二

〇

〇

円

 

 

一

〇

〇

円

 

一

〇

〇

円

  

一

〇

〇

円

 

 

」

  

」 

に

改

 

 

を

 
 

- 1 -



        

め

、

同

款

ふ

れ

あ

い

ホ

ー

ル

の

項

中

 

   

    

め

、

同

部

豊

島

五

丁

目

グ

リ

ー

ン

ス

ポ

ー

ツ

広

場

の

款

中

 

 
 

  

「「

 

午

前

 

早

朝

 
 

午

前
 

 
四

〇

〇

円

 

四

〇

〇

円

  

四

〇

〇

円

  

      

      

      

 

」

  

」

 

  

に

改

 

 

を

 
 

  

「「

 

午

前

 

早

朝

 
 

午

前

 
 

 

二

、

一

六

〇

円

 

一

、

八

〇

〇

円

  

二

、

一

六

〇

円

  

      

      

      

 

」

  

」

 

  

に

改

 

 

を
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「

  

二

時

間

 

 

 
」

   

 

を

 

   

「

二

時

間

 

二

時

間

 

二

時

間

 

 

 

」

   

 

に

改

め

、

同

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
堀

船

温

水

プ

ー

ル

 

幼

児

用

プ

ー

ル

 

二

十

五

メ

ー

ト

ル

プ

ー

ル

 

二

時

間

 

二

時

間
 

六

、

〇

〇

〇

円
 

三

六

、

〇

〇

〇

円

 

三

、

〇

〇

〇

円

 

回

数

券

 
六

枚

つ

づ

り

 
六

〇

〇

円

 

三

、

〇

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

六

〇

〇

円

 

一

、

五

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

三

〇

〇

円

 

一

、

五

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

三

〇

〇

円

 

五

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

一

〇

〇

円

 

五

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

一

〇

〇

円
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別

表

第

二

の

一

の

項

備

考

１

本

文

中

「

午

前

と

は

」

を

「

早

朝

と

は

午

前

六

時

か

ら

午

前

九

時

ま

で

、

午

前

と

は

」

に

改

め

、

同

項

備

考

１

た

だ

し

書

中

「

お

け

る

」

の

下

に

「

早

朝

と

は

午

前

六

時

か

ら

午

前

八

時

三

十

分

ま

で

、

」

を

加

え

、

同

項

備

考

３

た

だ

し

書

及

び

備

考

７

中

「

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

」

の

下

に

「

及

び

堀

船

温

水

プ

ー

ル

」

を

加

え

る

。

 

別

表

第

三

備

考

１

中

「

回

数

は

」

の

下

に

「

、

早

朝

」

を

加

え

る

。

 

 

別

表

第

四

備

考

２

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

た

だ

し

、

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

に

お

い

て

は

、

午

前

五

時

四

十

五

分

か

ら

午

後

九

時

四

十

五

分

ま

で

の

間

に

、

連

続

し

て

四

時

間

以

上

駐

車

し

た

場

合

を

い

う

。

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

 

二

十

五

メ

ー

ト

ル

プ

ー

ル

及

び

幼

児

用

プ

ー

ル

 
二

時

間

 

四

二

、

〇

〇

〇

円

 

三

、

〇

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

六

〇

〇

円

 

一

、

五

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

三

〇

〇

円

 

五

〇

〇

円

 

回

数

券

 

六

枚

つ

づ

り

 

一

〇

〇

円
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１
 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

一

 

別

表

第

二

の

一

の

部

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

の

款

の

改

正

規

定

、

同

部

豊

島

五

丁

目

グ

リ

ー

ン

ス

ポ

ー

ツ

広

場

の

款

の

改

正

規

定

、

同

部

備

考

１

本

文

及

び

た

だ

し

書

の

改

正

規

定

、

別

表

第

三

備

考

１

の

改

正

規

定

並

び

に

別

表

第

四

備

考

２

に

た

だ

し

書

を

加

え

る

改

正

規

定

 

令

和

八

年

四

月

一

日

 

二

 

次

項

の

規

定

 
公

布

の

日

 

 

（

準

備

行

為

）

 

２

 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

別

表

第

一

に

規

定

す

る

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

の

指

定

に

関

し

必

要

な

手

続

及

び

使

用

申

請

そ

の

他

使

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

月

三

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

  



東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

二

号

 

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

第

一

条

 

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

  

 

別

表

第

二

２

の

項

中

「

赤

羽

駅

西

口

駅

前

自

転

車

駐

車

場

」

を

 

「

赤

羽

駅

西

口

駅

前

自

転

車

駐

車

場

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

赤

羽

駅

西

側

自

転

車

駐

車

場
 

 

」

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

前

自

転

車

駐

車

場

」

を

「

、

赤

羽

駅

西

口

駅

前

自

転

車

駐

車

場

及

び

赤

羽

駅

西

側

自

転

車

駐

車

 

場

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

 

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

   

別

表

第

二

２

の

項

中

「

赤

羽

駅

西

側

自

転

車

駐

車

場

」

を

 

 

赤

羽

駅

西

側

自

転

車

駐

車

場

 
 

 
 

 
 

 

北

区

赤

羽

西

一

丁

目

四

十

一

番

先

 
 

 
 

 

王

子

駅

北

本

通

り

自

転

車

駐

車

場

 
 

 
 

 
北

区

王

子

一

丁

目

十

六

番

先

 
 

 
 

 
 

 

に

改

め

、

同

表

備

考

第

四

号

中

「

及

び

赤

羽

駅

西

口

駅
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「

赤

羽

駅

西

側

自

転

車

駐

車

場

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
王

子

駅

北

本

通

り

自

転

車

駐

車

場

」

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
転

車

駐

車

場

」

を

「

、

赤

羽

駅

西

側

自

転

車

駐

車

場

及

び

王

子

駅

北

本

通

り

自

転

車

駐

車

場

」

 

に

改

め

る

。
 

 
 

 

付

 
則

 

 

こ

の

条

例

中

第

一

条

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

六

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

、

第

二

条

の

規

定

は

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

に

改

め

、

同

表

備

考

第

四

号

中

「

及

び

赤

羽

駅

西

側

自
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